
進路だより 5月号 
 

1 ⃣卒業生 頑張っています 
令和３年度の卒業生は、知的５名、肢体２名、計７名でした。早い方では、 

卒業式の翌日から進路先での仕事や生活をスタートし、４月に初給料を受け 

取った人も。希望の進路で輝いていますね。 

○椚（生活介護）２名・・・医療ケア、入浴、余暇支援を受けています。 

○まんてんコア（B 型）１名、ヒューマンパワーまんてん（A 型）１名 

   リサイクルや清掃など委託作業に取り組みスキルアップして、一般企業への就
職を目指します。（入社式：４月１２日佐賀新聞掲載） 

○ヤマト運輸（１名）・・・荷受けと次の配送準備の仕事。 

○アイケアレジデンス伊万里（１名）・・・介護施設清掃、お茶出しなど。 

○金沢屋（１名）・・・障子、襖の張替え、納品。 

  ※伊万里ケーブルテレビで就職までのドキュメントが近日放送予定。 

2 ⃣職業コースの授業の様子より 
卒業後の就職を目指して、職業コースの 6名は企業の方のサポートを受

けながら、校内外で実践的な学習にたくさん取り組みます。４月の学習を紹
介します。 

○４月１８日（月）名刺を用いて 7企業の方に挨拶をしました！ 

○４月１９日（火）「くすきの杜」を訪問。自分を知って心と体を健康 

にすることについて学んできました。  

○４月２０日（水）下平商店、山億、グリーンベース、くすきの杜にて 

             午前中いっぱい作業をさせていただきました。 

3 ⃣前期就業・施設体験に向けて 
高２、高３の全員が、一人一人目標を決めて、就業・施設体験に取り 

組みます。保護者の方のバックアップをお願いします。この体験を「自分の強 

み」が発揮できるところ」に、できるかな！？ 

○期間  6月 6日（月）～6月１７日（金） 

○体験先 一般企業（４社）、就労系福祉サービス（１５社） 

通所、入所生活介護（４社） 

〇進路講話 6月２日（木）10:00～進路先の方と卒業生の講話 
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新しい福祉事業所ができます！ 

生活介護事業所『叶笑
と わ

』 
三川内にあった事業所が 6月１日に有田町南原に移転され、新たに開所されます。 

アクティブな生活介護事業所で、午前中は季節に応じていろんな場所にお出かけするのがメインの活動。 

（時には船で釣りやクルージング、時には季節の花を求めてドライブ・・・）地域に出向いて社会参加を促 

進。インスタグラムではその様子が良く伝わってきます。午後はゆっくり軽食の調理やフラワーアレンジメント 

などの創作活動も充実した事業所です。 

 

 

 

就労継続支援 B型事業所『GENIUS
ジ ー ニ ア ス

』 
佐賀市にある事業所が 6月１日に伊万里市にも開所されます。（内覧会５月２５日～２７日） 

絵を描いたり、ものを作ったりすることが好きなアーティスト（※代表の方は「利用者」とは 

言われません。）が、日々創作活動に取り組む、アートに特化した事業所です。 

作品は『fa（ファア）』というブランドで販売されたり、会社の注文を受けてディスプレイを 

制作されたりと、立ち上げ２年目ですが、その販路はどんどん広がっています。 

～代表の西村さんより～                      ※県民手帳の内表紙に採用された作品➡ 

「人間は表裏一体、短所が長所にもなる。へこんだ部分（障がい）があるのなら、 

その分突き抜けた何かがあるはず。“生きづらさ”を楽しみに変える！突き抜けた部 

分（興味があること、得意なこと）を生かしながら育ってほしい。この思いがジーニ 

アスの根幹です。」 

 

 
７月２２日（金） 

「福祉サービス事業所説明会」に 

参加されます！ 

４月 6 日配布の「福祉サービス事業所情報」の 

冊子も活用してくださいね 

『知りたい！』をお待ちしています！ 

４月２５日進路懇談会「進路を決める道のり」
が開催できませんでした。（残念） 

進路や福祉サービスの利用について”知りたいこ
と”がありましたら、進路指導部までお知らせくだ
さい。 

【ミニ知識】生活介護サービス
が利用できるのは、障害支援
区分３以上の方になります。 


